
*災害時公共交通行動指針等策定事業について

八戸市八戸市八戸市八戸市 都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部 都市政策課都市政策課都市政策課都市政策課

交通政策交通政策交通政策交通政策グループグループグループグループ 主査主査主査主査 井井井井 上上上上 幸幸幸幸 光光光光

第３回 ＩＴＳ地域交流会ｉｎ青森



災害時公共交通行動指針等策定事業の背景

○燃料不足○燃料不足○燃料不足○燃料不足

・運休やダイヤが大幅に乱れた。

・ダイヤ変更の案内が日々必要となった。

・燃料の備蓄等が不足していた。

・燃料入荷等に関する協定を締結していなかった。

○停電による通信手段途絶○停電による通信手段途絶○停電による通信手段途絶○停電による通信手段途絶

・無線やラジオ等がバス車両に設置されていないため、

本社、営業所と各バス車両との連絡がとれなかった。

・連絡のために危険な場所に職員を行かせることに

なった。

・非常用電源を保有状況に格差

○関係機関との連携体制の不備○関係機関との連携体制の不備○関係機関との連携体制の不備○関係機関との連携体制の不備

・行政関係者、事業者の連携体制が構築されてお

らず、各々が独自に対応した。

○道路寸断等の交通規制○道路寸断等の交通規制○道路寸断等の交通規制○道路寸断等の交通規制

・行政関係者、道路管理者、交通管理者の連携体

制が確立されておらず、国道や県道等の通行情

報が迅速に入ってこなかった。

東日本大震災時の八戸市の状況東日本大震災時の八戸市の状況東日本大震災時の八戸市の状況東日本大震災時の八戸市の状況



災害時において自家用車が機能を果たさなくなった場

合、市民の移動手段を確保するには、公共交通に頼ら

ざるを得ない。しかし、3月11日のような災害時にあっ

ては公共交通に関係する機関が相互に連絡・連携する

仕組みが構築されていないため、迅速かつ臨機応変な

公共交通サービスを提供できなかった。また、運行等

に関する情報は事業者ごとに所有しており、対応がバ

ラバラで一元化されていないため、市民にとって有用

なものではなかった。

こういった背景・課題を踏まえ、災害時にバス事業者、

鉄道事業者、タクシー事業者や運行に関係する公共機関

が相互に連絡・連携し、迅速かつ臨機応変に公共交通

サービスを提供する仕組みを構築するとともに、各々の

被害状況、復旧見通し、暫定ダイヤ等について総合的に

情報共有し、市民の混乱を防ぎながら、移動手段を確保

するために定期的な情報発信を行う仕組みを構築する。

もって、災害に強い公共交通システムを構築する。

現状認識・課題

基本的な取組方針

災害時公共交通行動指針等策定事業の現状認識・課題

他の地域の状況を踏まえ、今回の八戸市の被害より大きな被

害を想定した対応策の必要性を認識



・基本方針の取りまとめ。

・関係機関等の連絡・連携方法の検討

・情報収集・発信方法等の詳細を検討

災害時公共交通対策分科会

事業スキーム

実施体制

・ワーキング会議

として設置

・各種検討

現状把握・課題整理現状把握・課題整理現状把握・課題整理現状把握・課題整理

・検討結果の報告

・行動指針の策定案

の提示

八戸市地域公共交通会議

八戸市（都市政策課）

・関係部署等との調整

・事業費の負担

・協定締結

分科会メンバー

基本方針の策定基本方針の策定基本方針の策定基本方針の策定

詳細・具体案の検討詳細・具体案の検討詳細・具体案の検討詳細・具体案の検討

行動指針（マニュアル又は計画）の策定行動指針（マニュアル又は計画）の策定行動指針（マニュアル又は計画）の策定行動指針（マニュアル又は計画）の策定

・関係機関等の連絡・連携方法の検討

原案（最終案）の策定原案（最終案）の策定原案（最終案）の策定原案（最終案）の策定
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座長 福島大学

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 八戸工業大学

バス 市交通部

南部バス㈱

十鉄㈱

タクシー タクシー協会

鉄道 JR東日本

青い森鉄道

道路 国道管理者

県道管理者

市道管理者

警察 八戸警察署

一般市民 公共交通会議

行政 青森運輸支局

都市政策課

復興計画に基づ

く事業の成果

・委員意見やアンケート等のとりまとめ、評価等

・災害時に収集すべき情報の種類や必要とされ

る活動などを洗い出し整理する。

•災害により市民の移動が確保できないような状況が発生した場合に、関
係機関等が迅速かつ臨機応変に公共交通サービスを実施するための行

動指針「（仮称）災害時公共交通運行連携マニュアル」、および、災害に

起因する公共交通に関する情報を的確かつ迅速に把握、発信するため

の行動指針「（仮称）災害時公共交通情報収集発信マニュアル」、並びに、

これら共通の基本方針を以下の作業を行い策定する。

資料災害時公共交通行動指針等策定事業の概要



災害時公共交通行動指針等策定事業の実施方針



災害時公共交通行動指針等策定事業の工程計画

工程計画工程計画工程計画工程計画



災害時公共交通行動指針等策定事業の成果イメージ（1）

成果イメージ（前提条件）成果イメージ（前提条件）成果イメージ（前提条件）成果イメージ（前提条件）

前提条件設定前提条件設定前提条件設定前提条件設定のののの方針方針方針方針はははは、、、、災害災害災害災害のののの種類種類種類種類やややや被害想定被害想定被害想定被害想定ではなくではなくではなくではなく、、、、災害災害災害災害によってによってによってによって公共交通公共交通公共交通公共交通にもたらにもたらにもたらにもたら

されるされるされるされる「「「「場面場面場面場面」」」」のののの設定設定設定設定をををを重視重視重視重視するするするする。。。。

⇒⇒⇒⇒理由理由理由理由1111：：：：連携連携連携連携をををを必要必要必要必要とするとするとするとする「「「「場面場面場面場面」」」」にににに応応応応じてじてじてじて関係者関係者関係者関係者がががが行動行動行動行動するするするする。（。（。（。（災害災害災害災害≠≠≠≠連携連携連携連携））））

⇒⇒⇒⇒理由理由理由理由2222：：：：災害災害災害災害のののの種類種類種類種類をををを問問問問わないわないわないわない。（。（。（。（地震地震地震地震、、、、津波津波津波津波、、、、大雨洪水大雨洪水大雨洪水大雨洪水、、、、大雪大雪大雪大雪、、、、竜巻竜巻竜巻竜巻などなどなどなど））））

方針

・交通事業者や乗務員、その他関係者から過去の災害時の「場面」と対策を聞き取ると

ともに、既往の事例を参考にして、本指針で前提とする「場面」を設定

○前提とする災害のイメージ（地震、津波、台風、高潮、異常降雨、豪雪、大規模火災）

・面的に被災して、都市交通機能が崩壊

・河川の氾濫等により、幹線交通網が寸断

・気象条件等により、公共交通が運行しにくい

○検討対象エリア

・八戸市内と隣接市町村

前提条件

○車両の流失

○事務所、車庫の被災

○停電により連絡が不通

○旅客等の被災状況が不明

○避難者の移動が集中し交通の麻痺

○帰宅困難者が発生

○運行資源の不足

○マンパワーの不足

○燃料油の不足

○通行不能箇所が多数発生

○住民の問い合わせ殺到

○住民への運行情報提供不足

○他の事業者への応援要請の遅れ など

場面の例（主に災害後3日以内）

対象：

バス事業者

■地域防災計画における災害の想定

・東日本大震災以降各地で地震・津波の被害想定の見直しが進められてお

り、本市においても被害想定、ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの見直しが求められるが、本指

針が前提とする災害の条件は、現時点では、市の地域防災計画の被害想定

（平成８年青森県）を前提とする。

・地域防災計画では、地震・津波については、太平洋側海溝型地震を想定

している。

・風水害等については、台風、高潮、異常降雨、豪雪、大規模火災等が想

定されている。

■過去の主な災害履歴

○平成23年3月 ： 東日本大震災

○平成22年2月 ： チリ中部沿岸地震による津波

○平成6年12月 ： 三陸はるか沖地震

○昭和43年5月 ： 十勝沖地震

○昭和35年5月 ： チリ地震による津波被害



成果イメージ（指針の構成）成果イメージ（指針の構成）成果イメージ（指針の構成）成果イメージ（指針の構成）

緊急対応期

当日 ３日間 １週間

応急期

概ね

1ヶ月間

復旧期

概ね

1ヶ月間以降

避難・救援・安否確認 避難所生活

仮設住宅

生活

危機管理リスク管理 復旧支援

発災前

（平時）

日常

発災

情

報

運

行

誰が、何を、

どのように

・・・

・・・

１．総則

①指針の目的、構成、運用

②組織体制

③想定する災害の状況

２．方針

３．行動マニュアル（体制、運行、情報）

①全体の流れ ②発災前の備え

③緊急対応期 ④応急期

⑤復旧期 ⑥連絡先リスト

行動指針の構成（全体構成）

マニュアルの全体イメージ

災害時公共交通行動指針等策定事業の成果イメージ（2）

マニュアルの時系列別項目別整理イメージ

体

制

情報

収集

情報

発信

情報

共有

安全

確保

交通

資源

ｻｰﾋﾞｽ

提供

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

連携

管理

情報

連携

運行

連携

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

○当日の情報収集○当日の情報収集○当日の情報収集○当日の情報収集

誰が 何を どのように

行政（災害対策本部）

行政（都市政策課）

行政（運輸支局）

市営バス

（運行管理者、乗務員）

南部バス㈱

（運行管理者、乗務員）

十鉄㈱（運行管理者、乗務員）

タクシー協会（加入企業）

JR東日本（運行管理者、乗務員）

青い森鉄道

（運行管理者、乗務員）

国道管理者

県道管理者

市道管理者

八戸警察署



道路が被災して定期路線バスを運行できない場合の連携例



避難所までの緊急的な需要が発生した場合の連携例



バス車両が被災して、路線バスを運行できない場合の連携例



結びに

「関係する公共機関が相互に連絡・連携し、迅速かつ臨機応変に公共交通サービス

を提供する仕組み（マニュアル）」及び「総合的に情報共有し、移動手段を確保するた

めに定期的な情報発信を行う仕組み（マニュアル）」が実効性を伴うためには、災害時

における情報収集・発信の「スピード」と「正確性」が鍵となる。

先の震災では、事業者が情報を得るために危険を冒して現場に被災状況の確認に

行くという事象がみられた。

情報通信技術の更なる進歩により、正確な情報をスピーディーに収集・整理できるよ

うになることで、減災や早期の復旧が可能になると考える。

災害に強い公共交通システム構築へ向け、まずは、関係機関の相互連携の仕組み

を構築（今年度）し、次のステップとしてITS技術を取り入れた仕組みの補強を視野に
入れていきたい。



ご静聴ありがとうございました。


